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住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

閲覧の請求と申出ができるのは、次のとおりです。

○ 国または地方公共団体の機関で、法令で定める事務の遂行のために必要なとき

○ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるとき

○ 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるとき

○ 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるとき

問 市民課　 （93）４０８６

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧に関する公表

No. 請求機関の名称又は申出者の氏名 請求事由又は利用目的の概要
閲覧の

年月日
閲覧に係る住民の範囲

1
（株）エスピー研　代表取締役　安良岡　洋介

（委託者：千葉県総合企画部報道広報課）
第 57 回県政に関する世論調査

平成 30 年

11 月 8 日

18 歳以上の男女　

十倉地区 16 名

2
（一社）中央調査社　会長　大室　真生

（委託者：上智大学　総合人間科学部）
第 4 回家族についての全国調査

平成 30 年

11 月 14 日

満 28 歳以上 72 歳以下の

男女

3
（一社）新情報センター　事務局長　平谷　伸次

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

平成 31 年

1 月 24 日
七栄地区 100 名

4
（一社）中央調査社　会長　大室　真生

（委託者：（一財）日本宝くじ協会）
宝くじに関する世論調査

平成 31 年

3 月 6 日

18 歳以上の男女　

御料地区 23 名

5
（一社）中央調査社　会長　大室　真生

（委託者：（公財）生命保険文化センター）
生活保障に関する調査

平成 31 年

3 月 6 日

18 歳以上 69 歳以下の男女

七栄地区 30 名

6
（株）日本リサーチセンター　代表取締役社長　

 鈴木　稲博（委託者：金融広報中央委員会） 
家計の金融行動にかかる世論調査

平成 31 年

3 月 12 日

20 歳以上の男女　

日吉台地区 22 名

7
（一社）新情報センター　事務局長　平谷　伸次

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

令和元年

6 月 5 日

16 歳以上の男女

七栄地区 50 名

8
（株）エスピー研　代表取締役　安良岡　洋介

（委託者：千葉県総合企画部報道広報課）
県政に関する世論調査

令和元年

7 月 23 日

18 歳以上の男女　

新橋・中沢地区 32 名

9
（一社）中央調査社　会長　大室　真生

（委託者：NHK 放送文化研究所）

職業と社会（社会的不平等）に関する国際

比較調査

令和元年

8 月 7 日

18 歳以上の男女

日吉台地区 12 名

10
（株）東京商工リサーチ千葉支店　支店長　地斉　康生

（委託者：千葉県健康福祉部健康づくり支援課）
生活習慣に関するアンケート調査

令和元年

8 月 8 日
15 歳以上の男女 70 名

11
（株）マーケティング・リサーチ・サービス  代表取締役

岩川　恵理子（委託者：千葉県環境生活部県民生活・文化課）
文化芸術の振興に関するアンケート調査

令和元年

8 月 15 日

18 歳以上の男女

七栄・十倉地区 30 名

12
（株）サーベイリサーチセンター　代表取締役　藤沢　士朗

（委託者：千葉県総合企画部男女共同参画課）

男女共同参画社会の実現に向けての県民意

識調査

令和元年

9 月 4 日

20 歳以上の男女　

七栄 20 名

13
（株）エスピー研　代表取締役　安良岡　洋介

（委託者：千葉県総合企画部報道広報課）
県政に関する世論調査

令和元年

9 月 12 日

18 歳以上の男女　

大和・日吉台地区 32 名

14
（株）インテージリサーチ　代表取締役社長　

 井上　孝志（委託者：国立保健医療科学院）

医薬品及び医療機器の費用対効果評価におけ

る QOL 尺度の標準値測定のための調査業務

令和元年

9 月 19 日

16 歳以上 89 歳以下の男女

中沢地区 130 名

15
（一社）新情報センター　事務局長　平谷　伸次

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

令和元年

10 月 24 日

16 歳以上の男女　

七栄・久能地区各 50 名

■日時　１月 12 日（日）

　　　　受　　　　　付　10：00 ～

　　　　アトラクション    10：30 ～

               式　　　　　典　11：00 ～

■場所　中央公民館講堂

　飲食物の持ち込みは禁止です。持ち込もうとしたときは、主催者

　の判断で預かる場合があります。皆さんの成人式ですので、ご協

　力をお願いします。

■対象

　平成 11 年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月 1 日に生まれた人

　※対象者には 12 月 6 日に案内状を送付しました。市内に住民票

　がない人でも出席できます。 

令和２年成人式

問  生涯学習課　 （93）7641 20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。

※厚生年金、共済年金に加入している人は除きます。

国民年金のポイント

●将来の大きな支えになります

　国民年金は 20 ～ 60 歳の人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任

    をもって運営し、年金の給付は生涯にわたって保障されます。

●老後のためだけのものではありません

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあ 

   ります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。

   また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持さ  

   れていた遺族（「子のある妻または夫」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

●学生納付特例制度

　学生本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度

　対象：学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専

　　　　門学校、  専修学校、各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の

　　　　海外大学の日本分校に在学する人

●「納付猶予制度」 

　学生でない 50 歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民

　年金保険料の納付が猶予される制度

新成人の皆さん、国民年金のお知らせです

問国保年金課　 （93）4085、幕張年金事務所　 043（212）8621




